
 

富山市消雪装置災害修繕補助金交付要綱 

         

（趣旨） 

第１条 この要綱は、富山市補助金等交付規則（平成１７年富山市規則第３

６号。以下「規則」という。）第２４条の規定により、富山市消雪装置災

害修繕補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（補助金の交付） 

第２条 市長は、冬期における道路の無雪化の促進を図るため、地域団体（一

定の区域内に住所を有する者を構成員とし、当該区域において地域的な共

同活動を行うことを目的とする団体をいう。以下同じ。）が行う市道の消

雪施設及び揚水施設（以下「消雪装置」という。）の修繕に要する経費に

対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。 

 

２ 修繕は令和７年３月３１日までに完了することとする。 

 

３ この要綱の施行日以前に施工又は完了した修繕についても対象とする。 

 

（補助金の交付対象施設） 

第３条 補助金の交付対象施設は、地域団体の区域内に設置してある消雪装

置で、次に掲げる要件のいずれにも該当する施設とする。 

 (1) 損傷の原因が令和６年能登半島地震に起因するものであること。 

(2) 消雪施設が設置してある道路の一部が市道であり、舗装されているも

のであって、排水施設を有するものであること。 

 

（補助金の交付対象経費） 

第４条 補助金の交付対象経費は、次に掲げる要件のいずれにも該当するも

のとする。 

(1) 消雪施設（市道以外に設置してある部分も含む。）及び揚水施設の修

繕に要する経費 

 (2) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく建設業の許可を受け

ている施工者に支払う経費 

 

（補助率及び限度額） 

第５条 補助金の補助率及び限度額は、別表１のとおりとする。 



 

 

（修繕計画書等） 

第６条 規則第４条第１項に規定する修繕計画書及び収支予算書（以下「修

繕計画収支予算書」という。）は、様式第１号によるものとする。 

 

２ 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」）は、令和６年

１２月２７日までに交付申請書（様式第２号）及び修繕計画収支予算書に

別表第２に掲げる書類を添えて、提出するものとする。ただし、第２条第

３項に掲げる修繕又は市長が特に認めたものについては除く。 

 

（交付決定の通知） 

第７条 規則第５条第３項に規定する通知は、富山市消雪装置災害修繕補助

金交付決定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

 

（申請の取下げ期間） 

第８条 規則第７条第１項の市長の定める期日は、前条の通知を受けた日か

ら起算して１５日を経過した日とする。 

 

（修繕計画の変更等の承認申請） 

第９条 規則第１１条第１項の規定による修繕計画の変更等の承認を受け

ようとする者は、富山市消雪装置災害修繕補助金修繕計画変更（中止・廃

止）承認申請書（様式第４号）に、必要な書類を添えて申請するものとす

る。 

 

（変更交付決定の通知） 

第１０条 規則第１１条第２項の規定により補助金の変更交付の決定をし

たときは、富山市消雪装置災害修繕補助金変更交付通知書（様式第５号）

により通知するものとする。 

 

（実績報告書に添付する書類） 

第１１条 規則第１２条の規定により実績報告書（様式第６号）に添付する

修繕実績書及び収支決算書（以下、「修繕実績書等」という。）は、様式第

７号によるものとし、実績報告書及び修繕実績書等に別表第３に掲げる書

類を添えて、提出するものとする。 

 

 



 

（額の確定通知） 

第１２条 規則第１３条に規定する通知は、富山市消雪装置災害修繕補助金

額確定通知書（様式第８号）により行うものとする。 

 

（要綱施行日以前に施工又は完了した修繕等の交付申請） 

第１３条 第２条第３項に掲げる修繕又は市長が特に認めたものについて

補助金の交付を受けようとする者は、令和６年１２月２７日までに交付申

請書（様式第２号）及び修繕実績書等（様式第７号）に、別表第２及び別

表第３に掲げる書類を添えて、提出するものとする。 

 

２ 前項による交付申請については、規則第１９条の規定により、規則第５

条の交付の決定及び規則第１３条の額の確定の手続を併合するものとす

る。 

 

３ 前項の規定により併合した規則第５条及び規則第１３条の通知は、富山

市消雪装置災害修繕補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書（様式第

９号）により行うものとする。 

 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第

６条の規定による交付の決定を富山市消雪装置災害修繕補助金交付決定

取消通知書（様式第１０号）にて取り消すことができる。この場合におい

て、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる

ものとする。 

（１） 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２） この要綱の指示に違反したとき。 

（３） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（４） その他市長が相当の理由があると認めたとき。 

 

（帳簿の備付け） 

第１５条 補助申請者は、補助対象修繕に係る予算関係書類及び収支を明ら

かにした帳簿並びに証拠書類を整理し、当該補助事業完了の日の属する会

計年度の終了後５年間保管しなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年２月５日から施行し、同年１月１日以後に実施し



 

た修繕に適用する。 

 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 



 

別表１（第５条関係） 

市道への敷設延長 

補助率・補助限度額 

揚水施設 消雪施設 

1,000ｍ以上 
補助率 50％ 

限度額 500 万円 

補助率 50％ 

限度額 500 万円 

1,000ｍ未満 

500ｍ以上 

補助率 50％ 

限度額 250 万円 

補助率 50％ 

限度額 250 万円 

500ｍ未満 なし 
補助率 50％ 

限度額 250 万円 

 

消雪施設・・・送水管、散水管をいう 

揚水施設・・・消雪用井戸、ポンプ、制御盤等をいう 

 

 

別表第２（第６条、第１３条関係） 

添付書類 

・施工位置図 

・平面図等（市道への敷設延長がわかるもの） 

・修繕前の写真（破損状況がわかるもの） 

・見積書等（※第１３条による交付申請の場合は不要） 

 

 

別表第３（第１１条、第１３条関係） 

添付書類 

・修繕後の写真（修繕完了状況がわかるもの） 

・領収書等（修繕費用がわかるもの） 

 

 


